
全体会計注記 
 

 

1. 追加情報 

 

(1) 対象団体（会計） 

全体会計財務書類の対象範囲は次のとおりです。 

団体（会計）名 区分 連結の方法 比例連結割合 

一般会計 一般会計 全部連結 － 

国民健康保険事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

介護保険事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

後期高齢者医療事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

介護サービス事業特別会計 特別会計 全部連結 － 

水道事業会計 地方公営企業会計 全部連結 － 

下水道事業特別会計 地方公営企業会計 全部連結 － 

 

(2) 出納整理期間 

地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている団体（会計）において

は、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数

としています。 

なお、出納整理期間を設けていない団体（会計）と出納整理期間を設けている団体（会

計）との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了し

たものとして調整しています。 

 

(3) 表示単位未満の取扱い 

百万円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。 


